
令和８年度 水道台帳補正業務委託 
特記仕様書 

 

第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 本特記仕様書は、駒ヶ根市水道台帳補正業務の適正な施工を図るため、受託者が

履行しなければならない作業の仕様を示すものとする。 

 

(準拠する法令等) 

第２条 受託者は委託契約書、設計図書、本特記仕様書、業務打ち合わせ及び関係法規を

尊重し、市長（市長の指定する職員「以下監督員」という。）の指示を受け正確に

業務を遂行しなければならない。 

 

(履行期間) 

第３条 本委託の履行期間は令和８年９月３０日とする。 

 

(秘密の保持) 

第４条 受託者は、業務内容及びその成果を発注者の承認を得ずに第三者に知らせてはな

らない。 

                                                                         

(土地の立入り) 

第５条 受託者は、作業上第三者の土地に立入る場合は、監督員の指示に従い、土地所有

者の了解を求め、紛争等の起こらないように留意しなければならない。 

 

 

第２章 水道台帳作成 

 

(作業概要) 

第６条 本作業は、本目的の諸調査を行い、「駒ヶ根市水道台帳」を作成するものとする。 

 

(座標系) 

第７条 本業務で整備するデータは、平面直角座標Ⅷ系にて整備するものとする。 

 

(作業範囲) 

第８条 本作業の範囲は、別途図面のとおりとし、作業量は、下記のとおりとする。 

(1)系統図作成     (1/10,000) 

(2)割図作成      (1/10,000) 

(3)台帳図作成     (1/1,000・1/500) 

    ※ 延長 赤穂地区L=1.24㎞、竜東地区L=0km、合計 L＝1.24km 

          詳細については、監督員と別途協議する。 



(計画準備) 

第９条 計画準備とは、本作業の目的を十分考慮して、合理的かつ能率的に作業を遂行す

るために作業の基本方針及び調査を行うことをいう。 

 

(系統図作成) 

第10条 系統図作成とは、台帳図を基に、図式に従い忠実に電子化し、閲覧を可能にする

作業をいう。 

 

(台帳図作成) 

第11条 台帳図作成とは、現地調査・編集作業により作成された資料を基に、図式に従い

忠実に電子化し、閲覧を可能にする作業をいう。 

  ２．配水施設データの入力は、配水施設の図形及び注記データの入力を行うものとす

る。入力する図形データは、基本的に現行の水道台帳図の図式を使用するものとす

るが、作業開始前に発注者及び受注者の協議により決定するものとする。 

    （１）図形データ 

      ①ラインデータ ：配水施設 

      ②ラインデータ ：導水管、送水管、配水管 

      ③ポイントデータ：弁栓類 

    （２）注記データ 

      管種、口径、布設年度 

       ※注記データは、図形データに紐付けて入力するものとする。 

３．給水施設データの入力は、給水施設の図形及び注記データの入力を行うものとす

る。 

    （１）図形データ 

      ①ラインデータ ：受水槽等 

      ②ラインデータ ：給水管 

      ③ポイントデータ：止水栓、量水器、その他 

    （２）注記データ 

      給水コード、使用者名、受水槽容量、水圧 

       ※注記データは、図形データに紐付けて入力するものとする。 

 

 



 

第３章 成果品 

(成果品) 

第12条 納入する成果品は下記のとおりとし、納入先は駒ヶ根市上下水道課とする。 

1. 図面一式の製本 （黒表紙・金文字）      

竜西１、竜西２、竜東      ：各２部(補正用、現場用、計６冊) 

※補正用と現場用で製本サイズが異なるため、注意すること。 

2.電子化データ                          １式 

①電子化データの詳細 

水道台帳図 DWG形式(AutoCAD LT 2010)、SXF(P21)形式、及びJWW形式 

PDF形式 

レイヤー、線種、線幅、線色は別紙のとおりとする。 

給水台帳  PDF形式 

申請書・位置図・水道台帳図・平面図・配管図を１つのファイ

ルとする。ファイル名は給水コードとする。 

    ※Shape形式（※現在稼働中の下水道情報管理システムに搭載用）については別発 

注業務とするため、本業務には含まないものとする。 

 

第13条 製本用の印刷機による印字色の出力見本を提出し、承認を得ること。 

 

第14条 水道台帳の版権及び作成に係わる一切の資料(図面・調書・データー等)は、駒ヶ

根市に帰属するものとする。 

 

 



水道台帳補正箇所
番号 延長 図面
1 R7 小町屋北部第１工区 120.0 竜西2 16-7 16-12
2 R7 小町屋北部第２工区 190.0 竜西2 16-7
3 R7 切石原第１工区 85.5 竜西1 8-18
4 R7 切石原第２工区 134.2 竜西1 8-18
5 R7 中割線 554.0 竜西2 16-6 16-7
6 R7 IC西工区 153.0 竜西1 8-19

竜東計 0.0
竜西計 1236.7
合計 1236.7

工事箇所 図面番号










